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アサガオ法律事務所とは

私たちは、現地のローカル法律事務所として、日本語に堪能なベトナム人弁護士

チームが、日系企業様に対して実務に即した法的支援を提供しております。

単に法律条文の表面的な理解にとどまらず、行政機関の実務運用や、時として見ら

れる不適切な法解釈に対しても妥協することなく、法律の本質と国家の運用実態の

双方を踏まえたコンプライアンス戦略を立案し、クライアントにとって経済的かつ実効

性の高いソリューションをご提案いたします。

また、私たちは時間単位の報酬体系ではなく、成果に応じた報酬モデルを基本とす

ることで、法務コストの透明化・最適化を図り、クライアントとの長期的な信頼関係の

構築を重視しています。

弁護士は単なる外部アドバイザーではなく、貴社の一員として共に課題に向き合い、

守りだけでなく攻めの法務を実践する戦略的ビジネスパートナーであるべきと考えてい

ます。

ベトナム現地の法律に精通した日系企業のための最適なリーガルパートナー



個人データ保護規制（政令13号）への対応が求められる理由

1. 現時点でも法的リスクが存在する

個人データの処理に関する政令13号（2023年7月施行）は既に効力を有しており、たとえ現時点で行政罰の規定が未整備であっても、違反行為に

よりデータ主体（従業員、顧客など）や第三者とのトラブルが発生するリスクが常に存在しています。万が一のクレームや漏洩時に、適切な社内体制が

整っていないと、企業の信頼と事業継続に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

2. 将来的な罰則導入に備える必要性

現在、個人データ保護に関する行政処分の政令が起草段階にありますが、遅かれ早かれ正式に施行される見込みです。この政令では、高額な制裁金

（数十億VNDレベル）も検討されており、今のうちに体制を整備することで将来的な法的・財務的リスクの回避につながります。

3. 法制化に向けた段階的対応の必要性

現在、ベトナムでは個人データ保護に関する正式な法律の制定作業も進められています。法律では、政令よりも厳格な要件が盛り込まれる可能性が高

く、将来的な「経過措置（移行期間）」の適用を受けるためにも、今の段階で政令13号に基づく準備を進めておくことが得策です。

4. 管轄当局が公安省であるという特殊性

個人データ保護に関する監督権限は、ベトナムでは公安省が有しています。公安省は、治安維持や犯罪対策を担う国家機関であり、個人データ違反

をきっかけに、その他の事業活動に対する調査や監査が行われるリスクも否定できません。そのため、早期の対応と体制整備が、企業の防衛ラインとして

極めて重要です。



データ主体

【日系企業】

データ管理者／データ管理兼処理者

• データ処理の合意

• データ主体の権利保護

処置

個人データ管理責任部門

ベトナム公安省

サーバーセキュリティー、

ハイテクノロジー犯罪防

止部門（A5）

個人データ処理影響評価書

類、越境移転影響評価書類

の提出

指導・監査・違反行為の処

分（行政罰）• 個人データ保護ポリシーの策定

• 技術的な処置の実施、個人データ処理のシステムログの記録・保存

• 個人データ処理影響評価書類、越境移転影響評価書類の作成

• データ主体の権利を行使するための各種対応（データの共有、アクセス

、修正、訂正、削除等の要求） 個人データへの違反行為の通報可能

https://baovedlcn.gov.vn/

契約の締結

データ処理者・第三者

設置

01

個人データの共有

02 独立性、客観性の確保

互いの観察・監視

03

0４

個人データ管理者の義務
政令NO.13 に基づく

企業がベトナム国内で個人データの処理（収集、記録、分析、確定、保存、修正、公開、結合、ア
クセス、取得、取消、暗号化、復号化、コピー、共有、送信、提供、転送、削除、廃棄又は関連す
るその他の活動等）を行う場合、「個人データ管理者」として以下の法的義務を履行する必要があり
ます。



行政機関と建設的に交渉し、企業負担を最小化

現在、個人データ保護の取締りは公安当局が主体となり、時に過度に厳格な運用がなされることがあ

ります。

しかし、すべての行政要求に無理で従うことは、企業にとって不必要なコストや手間を生じさせるリスクと

なります。当事務所では、企業の立場に立ち、行政機関との協議も積極的に支援し、事業経済生と

実効性のバランスが取れた対応策を一緒に模索します。

01

02

03

04

必要最小限の実務対応でコストを最適化

私たちは、企業が過度なコストをかけて個人データ保護に対応することは本質的でないと考えています。

法令遵守は重要である一方で、その目的はあくまでも従業員、顧客、取引先などの個人の権利を保

護することにあり、必要最小限の範囲での対応によっても十分なコンプライアンスは実現可能です。貴

社の事業規模・業種・実態に応じたバランスの取れた対応策をご提案いたします。

当事務所の個人データ保護対応サービスの特徴

多業種・全国対応の実績

製造業、IT、サービス、小売、物流、教育、医療、金融など、多様な業界・業種での実績があり、地

域に関わらず全国どこでも対応可能です。地方拠点を持つ企業様にも、一貫した法的支援をご提

供いたします。

国際基準に基づく専門的な助言

当事務所には、個人データ保護に特化した専門家が在籍しており、GDPRなど国際的な基準に対

する深い理解を有しています。その知見を活かし、ベトナム当局との折衝はもちろん、親会社の法務

部門への説明資料の作成支援やグローバル・グループとしての整合性の確保にも対応可能です。



対応業務詳細

NO. 業務名 詳細業務

1

簡易診断（インタビューを含む）

• 貴社の個人情報の取り扱い状況、処理状況、各種書類の整備状況等を把握するため
の簡易診断（資料等の精査、必要を応じてインタビュー実施）

• コンプライアンスチェックリストの作成・送付

2
個人データ保護に関するポリシーの作成

（１）の結果に踏まえて、貴社の個人データ保護に関するポリシーを作成する（ウェッブサ
イト搭載版を含む）

3

個人データ主体者との間の各種合意

• 従業員との間の合意（ひな形）の作成
• ビジネスパートナーとの間の合意（ひな形）の作成
• ウェッブサイト上の合意取得対応
• その他の主体者との間の合意書（ひな形）の作成

4
個人情報の管理者としての各種整備 個人データ処理の影響評価ファイルの作成（付属書類の作成を含む）

５

第三者にデータを移転する時の合意書作
成

• 第三者との契約等をレビューし、使用目的等の確認
• データ移転に関する合意書（ひな形）の作成

６
影響評価ファイル等の提出 管轄機関（A5）への提出

７
書類提出後管轄機関への対応 管轄機関（A5）からの修正指示等に対する対応

８
その他

書類を作成した後、貴社のスタッフ様に内容の説明や、今後の運用に関する注意点等の説
明会を行います。



サービスの料金

【個人データ保護対策サービスのパッケージ】

一般事業者プラン

2,000～4,000

USD

処理者業者プラン

3,000 ~ 5,000

USD

個人データ保護規制対策サービス

※具体的な対応時間等の目途につきましては、案件の種類、内容等を勘案して、個別にお見積書を提案させていただきます。

業務の明細について、次のページにご確認ください。

機微個人データ処理

業者プラン
7,000 ~ 12,000

USD



ブイ・ホン・ズオン
BUI HONG DUONG

• アサガオ法律事務所代表弁護士

• 和解調停人・破産管財人

• 社外監査役として現任先 ３社

• 一橋大学大学法学研究科 非常勤講師

主な取扱分野：

投資・進出、企業法務、M&A、不動産（著書：「ベトナム不動産投資案内」 住宅新報出版・2022年（共著））、コンプライアンス、各

種デューデリジェンス支援、契約法務、知的財産関係（特権、ライセンス許諾）、税務・労務、個人データ保護、ビジネス協議・交渉代行、

紛争解決支援等

E-mail: Duongbui@betoho.vn

 Tel: 0967 246 668 

 Web: https://betoho.vn/  

アサガオ法律事務所代表弁護士

mailto:Duongbui@betoho.vn


お問い合わせ
ご相談はお早めに

個人データ保護対応は、一朝一夕で整備できるものではなく、事前の戦略
設計と部門間の連携が不可欠です。当事務所では、クライアントの実態に
合わせた段階的な導入支援、内部規程の作成、行政との対応窓口支援
など、実務に根ざした支援をご提供しております。

お気軽にご相談ください。
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